
証券取引等監視委員会 中期活動⽅針
（第12期︓2026年〜2028年）

的確・適切な市場監視による
１．市場の公正性・透明性の確保及び投資者保護の実現
２．資本市場の健全な発展への貢献
３．国⺠経済の持続的な成⻑への貢献

証券監視委
の使命

(9) 情報発信の強化
(10) 関係機関との更なる連携

強化

Ⅲ．市場規律強化に向けた
実効的な取組み

(1) 有⽤情報の収集・活⽤
(2) 市場の変化等の適切な

把握・分析
(3) 国際連携の強化

Ⅰ．網羅的な市場監視に向けた
情報収集・分析・活用 (4) リスクベースアプローチ

に基づく証券検査
(5) 不公正取引や開⽰規制違反
への迅速な対応

(6) 重⼤・悪質事案への告発等
による厳正な対応

(7) 投資者被害事案に対する積
極的な取組み

(8) ⾮定型・新類型の事案等に
対する対応強化

Ⅱ．効果的・効率的な調査・検査

市場監視の専門機関としての能力向上

 デジタル技術を活⽤した市場監視業務の⾼度化・効率化
 財務局との協働・連携の推進

 職員の戦略的な育成・活⽤等

〜時代の変化に対応し、信頼される公正・透明な市場のために〜


